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平成 28年 8月 10日

大阪地方裁判所 第 24民事部 合議 2係 御 中

被  告 吉 井 康

原告の主張を退けるに際 し、その根拠を明確にしない と、「糠に釘」の準備書面の

や り取 りをさせ られていると感 じ、次の 2つの準備書面を提出することにしている。

被告準備書面 (5)組織的な不正行為、パ ワハラは事実

被告準備書面 (6)特任教員任用におけるパ ワハラは計画的に仕組まれたもの

この準備書面 (7)で は、インターネ ッ ト上の「表現の自由とホームページの表現」

に焦点をあて、名誉棄損の免責要件を満たすことを立証するための必要情報を列挙 し

ている。 これ と被告の元代理人、関川弁護士の準備書面をもとに、被告は不法行為を

していないことを主張 し、原告の訴状を退けるのが 目的である。

なお、被告のホームページは原告大学を貶める、名誉棄損する加害意思は全 くなく、

原告大学教員の故意による不法行為を黙認する傾向を憂い、特任 を希望する教員には

規程にそつた運用をしていただきたい、そ して、原告大学の競争力強化には特定の教

員に圧力をかけるのではなく、全員参加で取 り組んでいただきたい、 とい う意図によ

るもので、前裁判 も、ホームページも同じ意図であ り、良い判例を勝ち取ることに焦

点をあてたが、手続きの無知で、最高裁の判断を仰 ぐには至 らなかつたものである。

この意図に加 え、ホームページによる情報公開には、原告大学の準備書面および尋

間には多くの虚偽事実があ り、第 3者の日しか原告大学を改善の方向に向かわせない

だろ うとの判断で情報公開をしている。 この被告の真情は、今 も変わつていない。
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名誉棄損の免責要件を満たすことを立証するための必要情報のリスト
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①

原告の主張、被告の主張、それ らの妥当性を判断す る条件

被告のインターネ ッ トに情報公開 したホームページ (原告のい うブログ)を もとに、

● 原告の組織体 としての社会的評価が低下 し、名誉権を侵害する不法行為

② 自己の主張のみ展開する投稿態様からは、真摯性を欠く表現であり、不満、私

憤を晴らす 目的だと読み取れ、公益 目的は否定される。

O自 らの主張に必要不可欠とはいえない、執行部教員の顔写真を掲載するなど「組

織的パワハラ、アカハラ」を主張するには合理的範囲を超えた表現がある。

● 被告の本件ブログ公開は、原告の業務遂行権を侵害する不法行為

0労 働契約終了に伴 う信義則上の守秘義務違反による不法行為

0不 法行為の故意もある本件ブログ公開は、被告の加害意思

を根拠 として、損害賠償請求と本件ブログの削除請求権を求めている。

被告は、原告の主張する根拠を、事実をもとに強く否認 し、かつ、本件ブログが名

誉棄損の免責要件を満たすことを主張するが、原告はこれを否認 している。

当然、訴訟 した原告が 「名誉毀損」に該当する事実について立証責任を負 うため、

原告に対 し、具体的に立証すべき(『不法行為法 I(第 2版 )』 潮見佳男著 p175)と 要望

するが、無形損害と主張するのみで、原告は全く立証する姿勢をみせていない。

このような経緯のもとで、被告は法のもとで公明正大に判決 されるよう、必要な事

項、例えば、法的根拠、法の概念、大学に求められる要件、メディアとしてのインタ

ーネット、インターネット上の名誉棄損における免責要件などを以下に示 し、原告の

主張を退けることにする。

表現の自由

日本国憲法は、基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」と定めた うえで、

「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」 (憲法 2

1条)と して、表現の自由を保障 している。

表現の自由の保障の意味は、あらゆる種類の情報や考えを求める、受ける、伝達す

る、といつた様々な表現の自由を保障するという意味で、この表現の自由の根幹には、

情報へのアクセス権、すなわち、知る権利が保障されることになる。

公共の福祉

一般的には、日本国憲法が保障している基本的人権に関して、人権相互間の矛盾に

②



③

ついて実質的衡平を図る概念といわれている。

● 人権同士が衝突するような場合にそれを調整するもの (日 本国憲法第 12条 )

0す べて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民

の権利については公共の福祉に反 しない限 り、立法その他の国政の上で、最大

の尊重を必要とする。 (日 本国憲法第 13条 )

0私 権は、公共の福祉に適合 しなければならない。 (民法第 1条第 1項 )

私権の 1つ、人格権は人の存在や人格と不可分な利益に関する権利の総称で、名誉、

肖像、プライバシーなどがあり、これは私法上の権利であり、私人間に適用される。

名誉棄損

名誉権 とは、憲法上も保護される人格権 とい う性質を持つ権利であり、その内容は

人の社会的評価である。表現の自由も、憲法で保護される重要な権利であり、表現の

自由の行使により、他人の名誉権が毀損される場合の調整原理 として、公共の利害に

関する場合の特例が刑法第 230条 の 2で規定されているが、民法においても、最判

昭和 41年 6月 23日 (民集 20巻 5号 1118頁 )の判示により、刑法上の違法性

阻却事由の考え方が妥当とされている。

名誉棄損の免責要件としては、「第 230条 の2 前条第 1項の行為が公共の利害

に関する事実に係 り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあつたと認める場合に

は、事実の真否を判断 し、真実であることの証明があつたときは、これを罰 しない。」

より、 3つの要件 (0事実の公共性、⑥ 目的の公益性、◎ 真実性・真実相当性)が

すべて満たされた場合には、名誉権の違法性が阻却される。

O事 実の公共性

広く公衆の批判にさらすことが公益を図る上で妥当かとい う判例を示す。

宗教法人 S会の I会長 (当 時)の女性関係に関する私的な行動についての記事

が名誉毀損 FF― の 0の 要件に該当するかが争われた最判昭和 56年 4月 16日

では、「私人の私生活の行状であつても・… その社会的活動に対する批判ないし

評価の一資料として、公共の利害に関する事実に当たる場合がある」と述べてい

る。

原告の主張する北方ジャーナル事件は、人格権に基づく差止請求権が認められ

る判例ではあるが、それは、その報道記事の表現内容が 3つの要件をすべて満た



していること、かつ、被害者が著しく回復困難な損害を被るときに限 り、例外的

に許されるとい う判例である。

⑥ 目的の公益性

主たる動機が公益 目的であればよいとされている。

なお、「公共の利害に関する事実」とは、不特定または多数人の批判にさらす

ことが公共の利益の増進に役立つ事実をい うものと解 されている。その具体的な

範囲は、摘示行為の態様との関係で相対的に決まり、その公表の相手方の形成す

る社会集団が刑法 230条 にい うところの 「公共」であり、その利害に関する事

項の場合、本条が適用されることになる。

また、最高裁 (最判昭和44年判決)は、「事実が真実であることの証明がな

い場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信 し、その誤信 したことについ

て、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名

誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である」とい う「真実相当性の法

理」を認めている。これらは判例における名誉毀損罪の免責要件 として、現在、

機能 している。

◎ 真実性 0真実相当性

摘示 した事実が真実であるとい うこと (真実性 )、 真実であると証明できなく

ても真実であると信 じたことについて相当の理由があったこと (真実相当性)を

いう。「⑨ インターネット上の名誉棄損における免責基準」を参照のこと。

④ 学問の自由と大学の自治

日本国憲法は、第 23条 「学問の自由は、これを保障する」と規定し、1947年

には教育基本法及び学校教育法が制定されている。

③ 大学の自治

学問の自由と大学の自治は密接不可分の関係にあることから、東大ポポロ事件

の最高裁判決 「大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治

が認められる」とした上で 「大学の学問の自由と自治は、大学が学術の中心とし

て深 く真理を探求し、専門の学芸を教授研究することを本質とすることに基づく」

を根拠に、大学の自治が憲法第 23条により認められていると解されている。

① 大学の自治の主体



東北大学事件控訴審判決では「学生は、大学における不可欠の構成員 として、

学問を学び、教育を受けるものとして、その学園の環境や条件の保持およびその

改変に重大な利害関係を有する以上、大学自治の運営について要望 し、批判 し、

あるいは反対する当然の権利を有 し、教員団においても、十分これに耳を傾ける

べき責務を負 う」と判断している (仙 台高判昭和 46・ 5・ 28判時 645号 55頁 )。

これにより、学生も教授、その他の研究者 とともに大学の自治の主体となる。

この学生参加の意味は、大学管理機関の意思決定過程に、学生の意見を反映するこ

とは、これを否定すべき理由はないということを意味している。

◎ 大学のガバナンス改革の推進について (審議まとめ)

平成 26年 2月 12日  中央教育審議会大学分科会

大学の目的は教育、研究、社会貢献 と多岐にわたり、それぞれ異なるステーク

ホルダーを有する。学生は極めて重要なステークホルダーとしての側面があるが、

それは主として大学の教育機能の観点から見た場合であり、教育を通した人材育成

や、研究・社会貢献に関しては、直接関係する企業や地域社会はもちろん、広く社会一般

が大学にとってのステータホルダーであるとも考えられる (同 、 10頁 )。

大学では、法律上、学長が教学面における最終的な意思決定機関として、また、

教授会は審議機関として位置付けられている。法的には、その審議結果に対して

直接責任を負わないにもかかわらず、事実上、議決機関として意思決定を行 う場

合も多く、権限と責任の所在が必ず しも一致 しない状況が生じてお り、ガバナン

スの在 り方を見直すことが求められる。 (同 、 11頁 )

大学も公共性のある存在 として社会的責任 (CSR)を 果たすことが求められ

ている (同 、 12頁 )。

大学のガバナンス改革は、大学の目的である教育、研究及び社会貢献の機能を

最大化するものでなければならない。そのためには、研究分野や文化的背景等の

異なる教職員、学生が切磋琢磨する環境を意識的に整備 し、多様性を確保 してい

くことが求められる (同 、 15頁 )。

学部長についても、その職責を果たすにふさわしい人材を選考できる仕組みになっている

かどうか大学全体で再点検すべきである (同、 26頁 )。

「大学の自治」の趣旨は、公権力から大学への不当な介入を排除するものと解

されている (同、 29頁 )。



◎-1教 授会の審議事項の透明化

教授会が具体的にどのような事項について審議 しているのかは、一般に知られ

ることは少ない。教授会は、不正行為等に対する懲戒、教員の資格審査など人事

に関する事項など、秘密性の保持が求められる事柄も多く、一般的に公開すべき

ではない。しかし、教授会が実際にどのような事柄を審議し、各大学の教育研究を高める

上でどのような役割を果たしているのかを可視化していくことも重要である。

既に一部の大学では、ホームページ上で公開するなど、教授会の透明化をはかる

情報公開の動きも出始めている (同 、 30頁 )。

◎-2監 事の役割の強化

大学は国公私を問わず公教育を担つており,また国。地方からの財政的支援や税制面

での優遇措置を受けていることから、極めて高い公共性を有している。また、大学を取 り

巻くステークホルダーは、学生、父母のみならず教職員、地域住民等その範囲は

非常に広い。こうした大学を運営する法人の公共性及び運営の適正性を確保するため、

監事の役割は非常に重要である。

監事は、単に財務や会計の状況だけでなく、教育研究や社会貢献の状況、学長の

選考方法や大学内部の意思決定システムをはじめとした大学ガバナンス体制等について

も監査することが必要である。監事が各々のキャリアの強みを生かしつつ、広範な

業務に取 り組むことができるよう、そ うした役割を担 うにふさわしい監事を、広

く学外を含めて求めることが重要である (同 、 33頁 )。

⑤ 公開性 としての公共性 一 情報公開と説明責任の理論的意義 ―  (乙 112)

被告が教育機関としての大学経営および教授会運営の在 り方について、常日頃考え

ていた被告の考えに合致する「公共の概念」に関する瀧川裕英氏の論文を紹介する (日 本法

哲学会編『 <公私 >の再構成 法哲学年報 (2000)』、pp.2340.(有斐閣、2001年 ))。

③ 公共性の要請

「なぜ公共性が必要なのか」の問いに、「公共性が要請されるのは、共生すべ

き異質な他者が存在するからである」として、公共性が要請される状況を、日本

社会が抱える問題 との関連で言えば、「透明性の欠如」・「共同性の跛雇」にある。

すなわち、公共性でなく共同性が支配する空間においては、密室・馴れ合い。談合など

の言葉で言い表されるような透明性を欠いた決定過程で、異質な他者を排除した共同体



内部の身内にのみ通用する理由をもとにした決定がなされてしまう。したがつて、透明性を

確保すること、すなわち第二者の到来によって、共同性に還元されない公共性を確保する

ことが喫緊の課題なのである。

① 公共的理由論の問題点

主体の狭院性が第一の問題点である。大学などの組織内部では公共的理由の制

約は課されない。 しかし、企業 。大学などの組織内部における公的問題に関する

議論が公共的理由の制約に服 さなくてよいと考えるべき理由は何 ら存在 しない。

むしろ、中間集国内部の議論慣行が、個人を抑圧したり、普通化不可能な理由に依拠

している場合には、公共的理由の制約を課すべき重要な理由が存在していると言える。

◎ 公共性 と公開性

公開性が公共性の中核的理念であることは、 1989年 の東欧革命におけるグ

ラスノスチ=情報公開により証明されている。

何が公的問題であり、何が公共的理由であるかを最終的に決定するのは、問題

当事者ではなく、第二者である。

当事者は、問題の公共性ならびにその問題に援用可能な公共的理由についての自らの

主張を、相手方当事者のみならず、第二者に対して訴えかけ公共的に受容されるよう行為

する。例えば、現代型訴訟の外部効果とは、こうした事態を指し示している。

以上より、公共圏とは第二者のいる空間で、こうした第二者への公開は、通

常次の二つの効果を生む。

第一は、内部効果である。公開なき当事者間のみの議論はよどみを生じるし、

一方、当事者に偏在する権力が跛属することになる。議論を第二者に公開するこ

とは、こうした弊害を除去し、援用可能な理由を制約することで、議論の質を向

上させ うる。

第二は、外部効果である。議論当事者はたとえ相手方当事者を説得できなくて

も、議論が公開されていることで、聴衆である第二者に対 して影響を与えること

が可能となる。また逆に、外部からのフィー ドバックも期待できる。

③ 情報公開と説明責任

公共性を公開性 として捉える理論からすれば、公共的なものだから情報公開す

るのではなく、情報公開によつて初めて公共性が生まれたと考えればならない。

すなわち、公開性なき公共性は存在しないと理解しなければならない。



したがつて、公共性を確保するためにいかに公開性を確保するか、その公開性

をいかなるものとして理解するかが極めて重要な問題 となる。

説明責任にいう説明とは、間責者によつて事実が解釈される場合に、間責者の

解釈枠組みにおいて情報が整序された場合に説明責任が果たされたと言える。

情報公開も説明責任の遂行を意味 しない。情報公開とは、情報提供者・情報請

求者のいずれの解釈 も受けていない生の事実が開示されることであり、情報の開

示が情報の請求によつて行われているとしても、間責者の解釈枠組みにおいて情

報が整序されることを要求する説明責任にい う説明とは異なる。説明責任では、

相互コミュニケーションによつて相互の解釈枠組みの調整が行われるのに対 し、

情報公開ではそのようなコミュニケーションは存在 しないからである。

このような情報提供・情報公開と説明責任の乖離を典型的に示すのが、インタ

ーネットである。非対面性・匿名性を特徴 とするインターネットは、全ての人に

とつてアクセス可能であるとい う点で公開性を持つが、非対面性・匿名性ゆえに

説明責任は弱まる。通常情報公開が説明責任につながるのは、両者を媒介するも

のとして、誰かに問われたならば応答せねばならないという「根源的責任」が想

定されているからであるが、インターネットの非対面性・匿名性は、根源的責任

を曖味化するのである。

⑥ メディア論からみたインターネット

被告は、電気通信総合研究所および電気通信政策総合研究所の研究員、主任研究員

として、NTTの 情報通信総合研究所における客員研究員 として、ほぼ四半世紀、情

報行動、ニューメディア、情報摩擦、ビジュアルコミュニケーションなどの研究に従

事 してきた立場から、被告が情報公開の手段 として選択 したインターネットおよびホ

ームページ (原告はブログと呼ぶが、プログとは表現形式も機能も異なる)の利用の

仕方が適切か否かを判断するのに必要な情報を述べる。

③ l:Nコ ミュニケーションと片方向コミュニケーション

コミュニケーションの送受の形態において、送 り手が 1、 受け手が多数の関係

のコミュニケーションを 1:Nコ ミュニケーションといい、送 り手から一方的に

情報が送 られるコミュニケーションを片方向コミュニケーションという。

大学の講義 (一 人の教員が複数の学生に講義する)、 新聞や雑誌、テレビやラ
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ジオ、インターネットを利用 したホームページがこの類である。

異なる点は、情報を乗せる乗 り物が音波、紙、電波であるため、情報が受け手

に与えるインパク トの大きさは、メディアを選択する主体と選択 したメディアの

特質、情報の表現方法、および、技術革新の進歩に依存する。

大学の講義は教員 と受講する学生 との間で行われる高関与説得型 コミュニケ

ーションの典型であり、教員の専門知識を理解 しようとする学生においては、教

員の人生観、倫理観による立ち居振る舞いによつて、学生は強く感化される場 と

なる。すなわち、教員による学生への影響力は極めて大きいとい うことである。

新聞や雑誌などの印刷媒体は、受け手である読者の意思が必要とされる、高関

与説得型コミュニケーションの類である。これに反 して、テレビやラジオなどの

電気通信系のメディアは、受け手である視聴者は印刷媒体に比べて、より受け身

であり、「低関与コミュニケーション」を形成する。

⑤ インターネットは、メディアにおける The King of Kingsで ある

インターネットとい うバーチャルな空間は、無尽蔵の情報が蓄積 されている情

報の宝庫であり、その情報から必要とする情報を検索・解体・結合する優れた機

能を有するプラットフォームであり、かつ、無数の個人や組織が自由に情報の送

受・交換、蓄積、処理・加工・検索を可能 とする優れたマルチ・メディアであり、

日々、多くの知識 。経験が蓄積 され、それらを利用 して様々な活動 (含む、ビジ

ネス)を可能としている。それゆえに、誰もが平等に表現の自由を享受 しえる究

極のメディアとして、インターネットの可能性を阻害すべきではない、と被告は

主張する (た だし、法治国家のもとでとい う前提で)。

Oイ ンターネットは言論の自由、表現の自由を保障する場であるべき

それゆえ、インターネットは、許容 される最小限の制約のもとで、表現の自由

を保障すべきで、そこに、悪意も思惑もいれるべきではないと被告は主張する。

インターネッ トは資金力のない個人が複数の相手に情報発信することを可能

にした唯一の公共財である。被告はこの特徴を利用 して、原告大学の組織的なパ

ワハラを抑止し、健全な教育機関へと経営改革される契機 となるよう、ホームペ

ージを作成 し、インターネット上に情報公開している。

被告の選択 したホームページは原告にも選択可能な手段であり、豊かな資金力

と有能な人材・企業を活用できる強みを有する原告大学は、被告の主張を退ける

10



事実データでもつて、インターネ ット上で反論 。主張すべきである。

⑦ インターネ ッ ト上の写真などの画像情報について

自らの意思および了解にかかわらず、一旦、インターネ ッ トにアップされた情報 (文

字、静止画、動画など)は、その情報の属性 (含む、本人の意思)は無視 され、無数

の情報の中の 1つ の情報になる。そ して、インターネ ッ トは優れた検索エンジンを具

備 していることか ら、 1つ の情報は他の情報 と同 じ条件におかれ、検索対象 となる。

創作や著作などの表現者は、目的にそ う必要な情報を検索エンジンを使つて情報収

集 した り、仲間とのメールや音声などで情報交換やアイデア発想 した り、それ らを編

集 。加工・処理 した りと、インターネ ッ トはそのような環境を提供する場でもある。

このような事は、原告大学も被告が引用 した写真の 7名 の教員も熟知 してお り、被

告のような利用のされ方もあ りうるとの暗黙の了解のもとで、 7名 は本人のホームペ

ージ、研究者紹介のプロファイル、原告大学の学部紹介、講演の講師紹介などに、本

人の写真を含む個人情報を情報発信 していると解釈 され る。

一方、被告は被告の 目的を効果的に効率的に達成する手段の 1つ として、写真を含

む画像情報を活用 したに過ぎず、原告の主張する 「不満、私憤を晴 らす 目的Jな どは

全 くなく、憲法が保障する表現の自由と、前述の「② 公共の福祉の ② と 0」 の「公

共の福祉に反 しない限 り」 とい う制約のもとで情報発信 している。

このような疑惑を避けるために、インターネ ッ ト上に発信 される無数の情報に対 し、

瞬日寺に違法かを半J断す るPICS (Platform for lnternet Contents Selection)と い

つた表現者に違法を警告する支援システムの類が、今後は開発 されると思われる。

ここでは、被告が引用した写真のような利用のされ方 (一旦、名誉棄損の免責要件を離

れて、 とい う意味)は行き過ぎたものではないというレイティングをするために、インターネットで

の写真および動画の実例を示す (次ページと、乙 113、 乙 114)。 最初の段は原告大学が

クレームをつける被告のホームページの見出 しであり、中段はパナマ文書報道を、下

段はインターネ ッ トにあふれる動画の幾つかを示 し、写真の使われ方が、原告大学が主

張する違法行為にはあたらない、受忍限度を超えるものではないことを被告は主張する。

なお、写真の事例 1(乙 113)は 、教員の写真はブラン ド形成に活用 されてお り、

この観点からも被告の表現方法には問題なく、問われるべきは原告大学の名誉を損な

った行為者 を放棄 している原告大学の経営姿勢にあると被告は主張する。

写真の事例 2(乙 114)は、インターネ ッ ト上のマスメディアは動画を抜きには成

立 しない世界になっていることも表現の自由を考えるうえで考慮すべき要素である。



◇被告カインターネットに公開のホームベージの見出し部分の表現

◆大経大経営学部、特定の歴代単師 側謙 るパワハ予/アカハラ訴訟の金覇薩情報公開する
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への影響力の高い研究者・教育者であ り、一般の関

心の対象 となる立場にいることが理解 される。

このことは、尾木直樹教授 を例にネ ッ ト検索する

と、著作権の有無に係 らず、容易に本人の写真が表

示 されることからも、理解 される (右 の写真 )。

このよ うな活動の好循環が企業 との共同研究や

研究資金のバ ックア ップ、志願者数 。入学者数の増

大、就職率のアップなどにつなが り、結果 として大

③ 原告大学の 7名 の教員はどうい う存在かが問われる

原告大学の教員は、教育基本法、学則の目的を実現する手段 として、研究・教育に

従事 していることか ら、研究者・教育者 としての資質、倫理観が強 く求められ、社会

との係 り 。貢献への寄与の積極性が問われ ることになる。

彼 らの影響度は、 1:Nコ ミュニケーションで述べたように、講義、講演、公開講

座などは高関与・説得型 コミュニケーションのメディアの 1つで、講演を聴 く人々、

受講生への影響は極めて大きい (⑥ メディア論からみたインターネ ッ トの 0)。

一方、彼 らは、自分のホームページを立ち上げ、研究成果や担当分野の講義資料、

ゼ ミなどの情報公開 (含む、写真や動画など)を積極的に行い、自らを公開 している。

したがつて、マスメディア (1:Nコ ミュニケーションの 1つ 、テ レビ、新聞など)

への露出の程度によつて、容易に自分の写真などが検索対象 となる、そのような社会

尾木 直樹 の画像検索結果

画
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・一
ぬ

像

学のブラン ド形成に寄与する、非常に重要な存在、それが原告大学の教員である。

結論 として、被告の主張は、高等教育機関で研究・教育に従事する者は、少なくと

も私生活の空間を除いては、社会の鏡 としての存在が求められる、すなわち、彼 らの

言動・行為は、私人であつても社会的に一定の影響力を持つ者 として認識 され、国民

の知る権利の対象にもなるとい うこと、つま り、ケースによつては、私人 としての人

権 よりも表現の自由の対象 となる可能性が大きい存在であると被告は主張する。

⑨ インターネ ッ ト上の名誉棄損における免責基準

インターネ ット上の名誉毀損には刑法 230条 (名 誉毀損罪)と 民法 709条 (不

法行為)が適用 されるが、その適用のされ方は最高裁の 2つ の事例から次のことがい

える。なお、この 2つ の事例については、下記、③ から ◎ の後に掲載する。また、こ

∩
・餞

冬
尋
』轄識螢』

7Ft木 直l・Jで
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の免責基準の解釈においては、仮屋篤子氏の「インターネット上の名誉棄損における免責基

準」(乙 111)を 参考に、他の資料と突き合わせて引用・解釈していることを、謝意を込めて記

載しておく。

③ 真実相当性についての見解

真実相当性については、インターネ ッ トの個人利用者による表現行為も、他の

発信主体 (新 聞等)の場合 と同様で、行為者が摘示 した事実を真実であると誤信

したことについて、確実な資料、根拠に照 らして相当の理由があると認められる

ときに限 り、名誉毀損罪は成立 しないもの と解するのが相当と判断 されている。

すなわち、昭和 44年判決の基準 (最判昭和 44年 6月 25日 刑集 23巻 7号

975頁 )を緩和すべきかについては、否定的な見解が多い。刑法 230条の2が

例外的な場合に限って真実性の証明を許容していることからすれば、誤信の相当性を緩

やかに解することは妥当ではなく、行為者 には安易に公表すべきでないことが当然に

要求 されるとい う見解である。

⑤ インターネ ッ ト上の情報の信頼性の低 さとい う理由は否定的な見解

「オフラインで違法なことは、オンラインでも違法」であ り、メディアに関わ

らず、同一の表現をす る者には同一の責任・負担が課 されるとい う見解である。

◎ 対抗言論の法理は、ケースバイケースとい う見解

インターネ ッ ト上においては、利用者は反論することが容易であるとい う点を

考慮すべきかについては、これをある程度考慮すべきとする見解 もある。

表現の自由を重視する立場からは、「言論の弊害には、さらなる言論で対抗す

べきであるJ(「対抗言論の法理」)と 主張されている。この法理は、名誉毀損を受

けた者が対抗言論によつて名誉侵害を防止 。回復できる場合には、侵害行為を法

規制するのは妥当ではないとし、インターネット上の表現についてはこの法理が典型的

に妥当するとして、被害者が自らの責任で名誉毀損的表現を誘発する立場に身を置いた

場合には法的介入を控えるべきとする見解である。

「対抗言論の法理Jに ついては、適用場面を限定する場合が多いが、相対する

当事者間において、被害者が、加害者の名誉毀損発言を誘発するような発言をし、

加害者がそれに対抗 して被害者の名誉を毀損する発言をした場合を挙げて、被害

者の発言内容、加害者による発言がされるに至った経緯及び加害者の発言内容等

を勘案 して、加害者の発言が対抗言論 として許 される範囲内のものと認められる
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限 り、違法性が阻却 される場合 もあ りうるものとし、その意味で、対抗言論の法

理が適用 される場面はあ り得ると解 されている。

① 名誉毀損の判断において、発信者の特質を考慮すべきか

表現主体がマスコミか一般個人かにより、情報収集力に差があることを、特に

「真実相当性Jの判断において考慮すべきか、とい う問題提起である。

これについては、「インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても、他

の場合と同様に、行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて、確実な資

料、根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り、名誉毀損罪は成立しないも

のと解するのが相当」としている。

この相当性の判断に際しては、「確実な資料、根拠」に拘泥することなく、「事

実が真実であることを一応推測させる程度の資料、根拠」があれば誤信に「相当

の理由がある」ものとして免責を認めるべきとい う見解がある。

<ケース 1> 名誉毀損罪の成否を問 う、最高裁平成 2203・ 15決定

ホームページ上の記事による名誉毀損罪の成否を問 う、最高裁平成 22。 3・ 15

決定では、X(個人)が、自己の開設するホームページ上で乙社が虚偽の広告をして

いるかのような内容を記載 した記事を掲載するなど、同社の名誉を毀損する内容の記

事を掲載 し続けたことに対 し、名誉毀損罪の成否が問われた事案である。

原原審判決では、従来の基準に従つて判断 し、本件表現行為が 「公共の利害に関す

る事実」に係るものであり、「その目的が専ら公益を図ることにあつた」が、摘示 した

事実は真実ではなかったものと判断した。

真実相当性については、インターネットの特質を考慮 した検討を行つて、真実相当

性を肯定し、Xに対 して名誉毀損の罪責は問いえないと判断した。その際、考慮され

たのは「● 反論可能性」と「② 情報の信頼性が低いこと」の 2点 である。

控訴審および最高裁は、「0反 論可能性Jに対 しては、「インターネ ット上に載せ

た情報は、不特定多数のインターネット利用者が瞬時に開覧可能であり、これによる

名誉毀損の被害は時として深刻なものとなり得ること、一度損なわれた名誉の回復は

容易ではなく、インターネット上での反論によつて十分にその回復が図られる保証が

あるわけでもないこと」、「② 情報の信頼性が低いこと」に対しては、「個人利用者が

インターネット上に掲載 したものであるからといつて、関覧者が信頼性の低い情報と
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して受け取るとは限らないのであつて、相当の理由の存否を判断するに際 し、個人が

他の表現手段を利用 した場合と区別 して考えるべき根拠はない」こととして、「Xは摘

示 した事実を真実であると誤信 して本件表現行為を行つたものであるが、事実関係を

確認することなど一切なかったことから相当の理由があるとはいえない」として、名

誉毀損罪の成立が認められている。

<ケース 2> 不法行為に基づく損害賠償を請求した、最高裁平成 2403・ 2判決

ホームページ上の記事により名誉を毀損されたとして、不法行為に基づく損害賠償

を請求した最高裁平成 24・ 3・ 2判決では、フリージャーナ リス ト (Y)が作成 し

たホームページ内の記事により、新聞社やその従業員 ら (Xら )の名誉が毀損された

として、損害賠償を請求している。

原審では、問題 となつた記事は事実を摘示するものであり、それを前提 としたYの

法的見解を表明するもので、本件記事を開読した一般の開覧者は、Yが突然の取引中

止の通告等を批判する趣旨と受け止めるのが自然であるとして、本件記載部分によつ

て、Xら の社会的評価が低下したとい うことはできないとし、本件記事による不法行

為の成立を認めなかった。

これに対して最高裁は、原審 と同様に従来の基準で判断することを明言 した上で、「本

件記事は、インターネット上のウェブサイ トに掲載されたものであるが、それ自体と

して、一般の開覧者がおよそ信用性を有 しないと認識 し、評価するようなものである

とは言えず、一本件記事は、Xら の社会的評価を低下させることが明らかである」と

して、ネットに掲載 された記事 (折込チラシを了解なく持ち去ったこと)に よつてX

らの社会的評価が低下したものと判断し、不法行為の成立を否定した原審の判断には

法令の違反があるとして、原審に差戻 した。

差戻審では、本件記事の名誉毀損性については明らかであるとし、当該記事の真実

性についても、摘示された事実は真実でないと判断 して、免責事由の存在を否定し、

Yが、本件記事の掲載に先立ち、Xらや被害者への取材などをしていないことから、

Yの名誉毀損行為につき、重大な過失があつたとされた。

Yは、当該ホームページは、掲載期間やアクセス数、本件記事部分が占める割合等

に照らして、本件記事が伝播 した範囲は狭く、影響力が少ないため、Xら には損害が

発生していない旨の主張をしたが、インターネット上に載せ られた情報は、他のウェ

16



17

ブサイ トに容易に転載 され うるものであり、転載の経緯ないし転載 した者の意図がい

かなるものであるとしても、名誉を毀損する情報が不特定多数の者に開覧可能な状態

が継続することになるとし、これ らのインターネ ッ ト上の記事による名誉毀損が有す

る特徴は、損害の判断にあた り当然に参酌 されるべきものとし、 Xら には損害が発生

していると判断 した。

⑩ 裁判の公開と表現の自由に関して

裁判の公開は、レペタ事件最高裁判決「裁判を一般に公開して裁判が公正に行わ

れることを制度として保障し、ひいては裁判に対する国民の信頼を確保しようとす

ることにある」(最大平成元年 3月 8日 =百選第 5版 160頁 )よ り、適正な裁判を

担保する手段と理解され、その趣旨のもとでは、非公開を除いては、その過程の情

報公開を制約するものではない、つまり、情報公開しても、特に違反する行為では

ないと被告は認識する (但 し、名誉棄損や著作権への配慮のもとでという意味で)。

2`結論

被告は、次の事由 ① をもつて、原告準備書面 (3)、 (4)の原告の主張 ② が意

味をなさないことを立証した。

したがつて、諸々の権利侵害、それに基づく損害賠償請求および本件ブログ (被告

のホームページのこと)の削除請求権 ③ は却下されるべきと、被告は強く主張する。

① 被告が主張する、「原告の訴訟は却下されるべき」とする事由

Oイ ンターネットに被告が情報公開したホームページ (原告のいうブログ)の表

現および 7名 の写真も、インターネットというメディアでは “ありふれた表現

の範囲"にあり、一般の関覧者が閲覧に際して “故意に共同で不法行為に参画

した人物"と いう事実を超えて、特別な感情をもつ、そのような対象ではない。

⑤ 加えて、7名 の写真については、本人の写真を開覧しようと思えば、Yahooな

どの検索エンジンで容易に閲覧可能な環境下にあること。

◎ かつ、本人自らがネットに情報公開している写真であり、本人のマスメディア

接触行動 (1:Nコ ミュニケーション)においては、講義 。講演・学会発表・

研究者プロファイル・ゼミ紹介・学部紹介等々、積極的に自己紹介している観
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点にたてば、被告の表現したものをもつて、難癖をつける根拠 とはならない。

③ さらに、被告は被告準備書面 (5)および (6)で、共同による不法行為が真

実であることを立証 し、公共性、公益性の観点にたつた被告のホームページで

あることを立証 し、かつ、主張していること。

◎ 7名 の内、井形および池島の 2名 は、前裁判の大阪高裁で「故意による共同不

法行為」が確定していること。

② 原告準備書面 (3)、 (4)に おいて、原告が主張する表現の自由に係る部分

<原告第 3準備書面 (平成 28年 2月 25日 )>

④ 自らの主張に必要不可欠とはいえない、執行部教員の顔写真を掲載するなど「組

織的パワハラ、アカハラ」を主張するには合理的範囲を超えた表現がある。

⑤ lページだけでなく、全ページに掲載することは、明らかに目的に対する合理

性を欠いている。

◎ かかる表現ぶ りからしても、真摯性を欠く表現であり、不満、私憤を晴 らす 目

的だと読み取れ、公益 目的は否定される。

<原告第 4準備書面 (平成 28年 7月 11日 )>

③ 被告は顔写真の掲載は適法だと主張する。同意なく転載すれば,肖 像権侵害とな

つたり,切 り取 り方によつては同一性保持権侵害となったりする。

◎ 自動公衆送信権侵害については、引用の要件を満たすか否かも問題 となる。

① 人格権侵害差止請求との関係では総合衡量的受忍限度判断 (最判平成 7年 7月

7日 )に より違法性阻却事由があることまで主張しなければ、「何 ら問題はないJ

との結論には至らない。

③ 原告訴状 (平成 27年 9月 29日 )において、原告が請求する権利など

③ 被告の本件ブログ公開は、原告の名誉権、原告の業務遂行権を侵害する不法行為

⑤ 労働契約終了に伴 う信義則上の守秘義務違反による不法行為

① 不法行為の故意もある本件ブログ公開は、被告の加害意思

① 本件ブログによる名誉権侵害、業務遂行権侵害、信義則上の守秘義務違反による損害

⑬ 人格権侵書、業務遂行権侵害に基づく差止請求権としての本件ブログ削除請求権

以上


